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文 教 福 祉 常 任 委 員 会 会 議 記 録 

 

日 時  令和２年６月１９日（金曜日）                  午前１０時 ０分 開議 

場 所  水戸市議会 第３委員会室                    午前１０時１６分 散会 

──────────────────────── 

付託事件 

 議案第８２号，議案第８３号，議案第８４号，議案第８６号，議案第９０号，議案第９２号中別表中歳出

中第３款，第４款及び第１０款中文教福祉委員会所管分，議案第９３号 

──────────────────────── 

１ 本日の会議に付した事件 

 (1) 議案審査 

  ① 議案第８２号 水戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

  ② 議案第８３号 水戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

  ③ 議案第８４号 水戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

  ④ 議案第８６号 水戸市介護保険条例の一部を改正する条例 

  ⑤ 議案第９０号 水戸城二の丸角櫓復元及び土塀整備工事請負契約の変更について 

  ⑥ 議案第９２号 令和２年度水戸市一般会計補正予算（第３号）中別表中歳出中第３款（民生費），

第４款（衛生費）及び第１０款（教育費）中文教福祉委員会所管分 

  ⑦ 議案第９３号 令和２年度水戸市介護保険会計補正予算（第１号） 

２ 出席委員（７名） 

  委 員 長   鈴  木  宣  子  君   副 委 員 長   綿  引     健  君 

  委   員   土  田  記 代 美  君   委   員   木  本  信 太 郎  君 

  委   員   後  藤  通  子  君   委   員   袴  塚  孝  雄  君 

  委   員   田  口  米  蔵  君 

３ 欠席委員（なし） 

４ 委員外議員出席者（なし） 

５ 説明のため出席した者の職，氏名 

副 市 長 秋  葉  宗  志  君   

福祉部長兼 
福祉事務所長 

横 須 賀  好  洋  君 
福祉事務所 
参 事 兼 
子ども課長 

柴  﨑  佳  子  君 

福祉総務課長 堀  江  博  之  君 生活福祉課長 櫻  井     学  君 
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介護保険課長 荻  沼     学  君   

保健医療部長 大 曽 根  明  子  君 保 健 所 長 土  井  幹  雄  君 

保健所技監兼 
保健衛生課長 

前  田     亨  君 保健総務課長 小  林  か お り  君 

教 育 長 志  田  晴  美  君 教 育 部 長 増  子  孝  伸  君 

教育委員会 
事務局教育部 
参 事 兼 
教育企画課長 

三  宅     修  君 

教育委員会 
事務局教育部 
参 事 兼 
幼児教育課長 

鈴  木     功  君 

教育委員会 
事務局教育部 
参 事 兼 
歴史文化財 
課 長 

白  石  嘉  亮  君 
総合教育研究 
所 長 

春  原  孝  政  君 

放課後児童 
課 長 

大  和  敦  子  君   

６ 事務局職員出席者 

法制調査係長 富  岡     淳  君 書 記 昆     節  夫  君 
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午前１０時 ０分 開議 

○鈴木委員長 おはようございます。 

 定足数に達しておりますので，ただいまから文教福祉委員会を開会いたします。 

 議事に先立ちまして，湯澤総合教育研究所副所長が忌引のため，欠席との連絡がありましたので，御報告

いたします。 

 なお，本日も引き続き，執行部の出席は最小限にとどめることとしておりますので，あらかじめ御了承を

願います。 

 それでは，これより議事に入ります。 

 本日の日程は，議案第８２号ほか６件であります。 

 お諮りいたします。この際，当委員会に付託となっております議案第８２号ほか６件を一括議題としたい

と思いますが，これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木委員長 御異議なしと認め，一括議題といたします。 

 それでは，付託議案につきましては一通りの質疑を行いましたので，これより各議案について御意見等を

伺いながら採決に入ってまいりたいと思いますが，これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木委員長 御異議なしと認め，これより採決に入ります。 

 採決の方法は，挙手によりお願いいたします。 

 初めに，議案第８２号 水戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例について，御意見等がございましたら発言願います。 

 土田委員。 

○土田委員 議案第８２号につきましては，反対いたします。これは，家庭的保育事業等の基準の条例の一

部改正ですけれども，３歳からの受皿を用意することに対することですとか，保育士とみなすことができる

職員さんとかの基準を緩和するという形の改正になります。実際には，水戸市ではこういった緩和されるよ

うな状況には今なっていないということですので，あえて今やる必要がないという点と，今後保育の質の低

下につながる緩和ではないかという考えから，議案第８２号には反対いたします。 

○鈴木委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木委員長 ないようですので，議案第８２号について採決いたします。 

 議案第８２号について，原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○鈴木委員長 挙手多数であります。 

 よって，議案第８２号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に，議案第８３号 水戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について，御意見等がございましたら発言願います。 
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 土田委員。 

○土田委員 議案第８３号につきましても，８２号と同様に基準の緩和ということで賛成することができず，

反対いたします。 

○鈴木委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木委員長 ないようですので，議案第８３号について採決いたします。 

 議案第８３号について，原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○鈴木委員長 挙手多数であります。 

 よって，議案第８３号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に，議案第８４号 水戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について，御意見等がございましたら発言願います。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木委員長 ないようですので，議案第８４号について採決いたします。 

 議案第８４号について，原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○鈴木委員長 総員挙手であります。 

 よって，議案第８４号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に，議案第８６号 水戸市介護保険条例の一部を改正する条例について，御意見等がございましたら発

言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木委員長 ないようですので，議案第８６号について採決いたします。 

 議案第８６号について，原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○鈴木委員長 総員挙手であります。 

 よって，議案第８６号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に，議案第９０号 水戸城二の丸角櫓復元及び土塀整備工事請負契約の変更について，御意見等がござ

いましたら発言願います。 

 田口委員。 

○田口委員 この件については賛成するものでありますけれども，昨日も袴塚委員から御意見等がございま

したように，いずれにしてもこの工事は復元工事ということでありますので，それに基づいて工事が進めら

れていると思うので，今後いろんな点で精査しながら進めて，早い完成を望むところであります。 

 また，避雷針についても，法的には必要ないと言われておりましたけれども，当然のことでありますので，

ぜひこのことについても進めていただきたいということで，私は賛成の立場で御意見申し上げます。 

○鈴木委員長 ほかにございますか。 
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 土田委員。 

○土田委員 議案第９０号につきましては，反対の立場で意見を言わせていただきます。 

 ６億１,０００万円もの大きな工事です。昨日説明をいただきましたけれども，今回の議案で４,７００万

円以上もの増額ということで，本当に大きなお金だと思います。そして，御説明のほうが，雨水排水工事で

すとか，地盤の盛土ですとか，避雷針ですとか，造るに当たってそもそも最初から想定して計画して造るべ

きものであったのではないかという思いがします。そこの疑問が解けませんので，議案第９０号には賛成で

きません。反対いたします。 

○鈴木委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木委員長 ないようですので，議案第９０号について採決いたします。 

 議案第９０号について，原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○鈴木委員長 挙手多数であります。 

 よって，議案第９０号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に，議案第９２号 令和２年度水戸市一般会計補正予算（第３号）中別表中歳出中第３款（民生費），

第４款（衛生費）及び第１０款（教育費）中文教福祉委員会所管分について，御意見等がございましたら発

言願います。 

 土田委員。 

○土田委員 議案第９２号につきましては，賛成いたします。賛成の立場から２点ほど意見を言わせていた

だきます。 

 コロナウイルスに対応するということで，医療体制の維持と充実が一番本当に求められていると思います

ので，ぜひ迅速に，幅広く医療体制が維持できるような措置を頑張っていただきたいという要望です。 

 もう１点，教育のほうで，やはりこの間の休校で子どもたちのストレス，心のケアというのが大変重要な

ことかと思います。そういった予算も出ておりますが，この提案をぜひ丁寧に，１人の子どももこのコロナ

の休みの影響で学校が嫌になるというようなことがないような体制を，教育委員会を挙げて頑張っていただ

きたいということです。 

 以上です。賛成いたします。 

○鈴木委員長 ほかにございますか。 

 田口委員。 

○田口委員 この議案第９２号については，緊急に対する補正ということでありますので，いろいろ各部門

において対策いたしての支援があるわけですけれども，いずれにしても急を要することなので，早急に予算

執行に当たっていただきたい。 

 また，今，土田委員からもお話ございましたが，教育部門での子どもたちの心のケアということで，昨日

の質疑の中ではスクールサポーターについては今確保しているというような状況説明がございましたが，い

ずれにしても，生活する上では非常に重要で大切なことであるので，きちんとした対応ができるよう精査し
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ながら，スクールサポーターの体制については，よく検討していただきたいというふうに思ってございます。 

○鈴木委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木委員長 ないようですので，議案第９２号について採決いたします。 

 議案第９２号中別表中歳出中第３款，第４款及び第１０款中文教福祉委員会所管分について，原案のとお

り可決することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○鈴木委員長 総員挙手であります。 

 よって，議案第９２号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に，議案第９３号 令和２年度水戸市介護保険会計補正予算（第１号）について，御意見等がございま

したら発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木委員長 ないようですので，議案第９３号について採決いたします。 

 議案第９３号について，原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○鈴木委員長 総員挙手であります。 

 よって，議案第９３号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上をもちまして，当委員会に委託されました議案第８２号ほか６件についての審査は全て終了いたしま

した。 

 なお，この際，本会議における委員会報告書についてお諮りいたします。委員会報告書の作成については，

正副委員長に御一任願いたいと思いますが，これに御異議ございませんか。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 お分かりでしょうけれども，昨日の論議も踏まえて作成していただきますようよろしくお願い

します。 

○鈴木委員長 ただいま，袴塚委員さんから，昨日の論議も含めてということでありましたが，よろしいで

しょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木委員長 それでは，御異議なしと認め，そのようにさせていただきます。 

 次に，閉会中所管事務調査についてを議題といたします。 

 本件につきましては，お手元に配付いたしました閉会中所管事務調査一覧表のとおり，当委員会から議長

に対しまして申出をしたいと思いますが，これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木委員長 御異議なしと認め，そのように決定させていただきます。 

 それでは，以上をもちまして…… 

〔「ちょっといいですか」と呼ぶ者あり〕 
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○鈴木委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 今，新型コロナウイルスの影響ということで，執行部の皆さん方含めて担当だけ御出席いただ

いて委員会を進めているところであります。しかし，議会は議案だけではなくて多岐にわたって論議をする

ということも含めて─本日をもって県外からの往来も可能になるというような状況でありますけれども，

今後の委員会の進め方として，今のような委員会の流れというのは，いつ頃までを予定されているのか。こ

の辺は各常任委員会の委員長会議とか，もしくは議長さんを挟んだ委員会の運営の仕方とかという中で，整

理をされておられるんでしょうか。それとも，これから執行部とも相談をしてどういうような体制で委員会

をやるかということになるのか。 

 今日御返答は結構ですけれども，我々委員としては，今日御出席の方以外の論議はなかなかできないと，

そうしますと今，議会がコロナウイルスで，代表質問はやっても一般質問はやらないとか，そういうことに

ついて非常に議会の意義，議会の在り方，こういったことが市民の中でも非常に問われている，そういう状

況だというふうに思っています。 

 したがって，我々は市民の安心，安全，そして全ての生活の保障について論議をするということが我々の

仕事でございますから，執行部の皆さん方も含めて，我々も含めて，そういった安全が保たれる状況であれ

ば，何か委員会の進め方をお考えいただけるようなことができればありがたいなと。強制的に皆さん出てき

てほしいということではないんですが，しかし，全国的に解除になり，こういうことも含め県内ではここ

２か月近くコロナウイルスの発症者がないということも踏まえますと，この状態をいつまでやるのかという

判断も必要なのかなというふうに思いますので，よく執行部の皆さん方と御論議をいただいて，そして，委

員会の在り方についてもう一度再構築，検討していただきたいという要望だけ差し上げておきます。 

○鈴木委員長 ただいま，袴塚委員さんのほうから御意見，御提案をいただきまして，まだ正直なところ議

論はしておりません。 

 ただ，全面解除になったということで，全委員会のことになりますので，しっかり持ち帰って，また執行

部の皆さんとも御協議しながら検討してまいりたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，以上をもちまして本日の文教福祉委員会を散会いたします。 

 御苦労さまでございました。 

午前１０時１６分 散会 


